
議案第２号 

 

   平成２４年度北名古屋市一般会計補正予算（第３号）について  

 

 平成２４年度北名古屋市一般会計補正予算（第３号）について議会の議

決を求める。  

 

  平成２５年２月２５日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保       



                        －1－  

 

   平成２４年度北名古屋市一般会計補正予算（第３号） 

 

 平成２４年度北名古屋市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６３１，４０４千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，３３３，５８４千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 

平成２５年２月２５日提出 

 

                  北名古屋市長 長 瀬  保    
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第 ２ 表　継続費補正

千円 千円 千円 千円
２総務費 ２徴税費

賦課費

１０教育費 ４社会教育費 文化勤労会館
整備事業費

第 ３ 表　繰越明許費補正

１　追加

千円
８土木費 ２道路橋りょう費 道路橋りょう新設改良事業費 10,200

項

４都市計画費

金　額款

８土木費 駅前街路事業費 160,000

10,805

7,413

事　業　名

総　額 年　度
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平成２４年度

年割額

平成２６年度平成２６年度

平成２５年度

款
総　額

項

固定資産税

補　　正　　後

年割額
事 業 名

平成２５年度13,000

年　度

8,000

平成２４年度 12,00033,000

28,036

平成２５年度 101,580 平成２５年度 71,214

362,550

9,818

512,000 平成２４年度 291,336平成２４年度 410,420

２　変更

千円 千円
２総務費 １総務管理費 庁舎整備事業費 庁舎整備事業費

第 ４ 表　債務負担行為補正

千円 千円
尾張土地開発公社の債務に対
する保証 平成２４年度から 平成２４年度から

 （雨水対策施設用地取得事業） 平成２９年度まで 平成２５年度まで

雨水対策施設用地取得事業
平成２５年度から

屋市の委託により取得した用地 平成２９年度まで

の買収事業）

平成２５年度

79,857

79,857 79,857
 （尾張土地開発公社が北名古

期　　間 限度額

補　　正　　前 補　　正　　後
事　項

79,857

限度額期　　間

18,900 11,340

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

補　　正　　前 補　　正　　後
項

４都市計画費

款

８土木費 駅前街路事業費 160,000

－6－



第 ５ 表　地方債補正

千円 千円

以内 以内
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文化勤労会
館整備事業
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